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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　2019年６月26日に提出いたしました第38期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）有価証券報告書の記載事項

の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第５　経理の状況

１　連結財務諸表等

(1）連結財務諸表

注記事項

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。

 

第一部【企業情報】

第５【経理の状況】

１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

【注記事項】

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　　（訂正前）

（省略）

　　　　　　　（※1）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

 

　　（訂正後）

（省略）

　　　　　　　（※1）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

（※2）税務上の繰越欠損金（法定実効税率を乗じた額）について、繰延税金資産を計上しております。

当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込み等により回収

可能と判断しております。

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳
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